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コミュニケーション促進条例を  

 

すべての市民のものに 

  

－近江八幡市障がい者のコミュニケーションを促進する条例の考え方－ 

（逐条解説） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江八幡市福祉保険部障がい福祉課 
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近江八幡市障がい者のコミュニケーションを促進する条例と 

その考え方 
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前文 

全ての人が日常生活や社会生活を営むために、情報取得や意思疎通（コミュニケーション）

を図ることは、欠かすことができない大切なものです。 

 しかしながら、障がいのある人の中には、生活に必要な情報の取得や他者とのコミュニケ

ーションに困難が生じるなど、生活のしづらさや不安を抱えながらの生活を余儀なくされて

いる人も少なくありません。 

 平成１８年１２月の国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、「「意思疎

通」とは、言語（音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。）、文字の表示、点字、

触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な

言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式（利用しやすい情報

通信機器を含む。）をいう。」と定義され、平成２３年８月に改正された障害者基本法（昭和

４５年法律第８４号）においては、「全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その

他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利

用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」と定められています。 

 私たちは、障がい特性に応じたコミュニケーション手段による情報取得や意思疎通を図る

ことができる環境の整備、多様なコミュニケーション手段に関する理解と広がりをもって、

障がいの有無にかかわらず社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を保

障することにより、地域で支えあい、互いに人権を尊重することができる豊かな共生社会を
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実現するため、この条例を制定します。 

【考え方】 

   障がい者のコミュニケーションを促進する条例は、障がい特性に応じたコミュニケーシ

ョン手段による情報取得及び意思疎通を図ることができる環境の整備と、多様なコミュニ

ケーション手段に関する理解と広がりをもって、障がいの有無にかかわらず社会・経済・

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を保障することにより、地域で支えあい、

互いに人権を尊重することができる豊かな共生社会の実現をめざして、条例を定めること

を宣言しています。 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、コミュニケーション手段に対する理解の促進及びコミュニケーショ

ン手段の普及に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかに

するとともに、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障がいのある人の自立

及び社会参加の促進並びに障がいの有無にかかわらず人権を尊重することができる豊か

な共生社会の実現に寄与することを目的とする。 

【考え方】 

 条例の目的を定めています。 

  市の責務、市民及び事業者の役割を明らかにし、障がいの特性に応じたコミュニケーシ

ョンに関する施策を総合的かつ計画的な推進を図るために必要な基本的事項を定め、障が

いがある人の自立と社会参加及び障がいの有無にかかわらず人権を尊重することができる

豊かな共生社会の実現を寄与することを目指しています。 

 

 

（定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病その他

の心身の機能の障がい（以下「障がい」と総称する。）のある者であって、障がい及び

社会的障壁により日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをい

う。 

⑵ 社会的障壁 障がいのある人が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような

社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

⑶ 合理的配慮 障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思

の表明があった場合に、障がいのない人と同等の権利を行使するため、その実施に伴

う負担が過重とならない範囲において障がいのある人の意向を尊重しながら、必要か

つ適切な現状の変更又は調整を行うことをいう。 

⑷ 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 

⑸ 事業者 市内において営利又は非営利を問わず事業を行う個人、法人その他の団体

をいう。 

⑹ コミュニケーション手段 手話、触手話、要約筆記、筆談、字幕、手書き文字、点

字、指点字、音訳、拡大文字、白黒反転文字、代読、代筆、平易な表現、ふりがな表

示、絵図、絵文字、記号、身振り、口文字、代用音声（咽頭摘出等により使用するも
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のをいう。）、文字盤、意思伝達装置、パーソナルコンピュータ等のＩＣＴ機器その他

の障がい特性に応じて利用される意思等の伝達手段をいう。 

⑺ コミュニケーション支援従事者 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者、

代読・代筆を行う者、点訳者、音訳者、ガイドヘルパー、障がいのある人への伝達補

助等を行う者等のコミュニケーション手段を用いて支援する者をいう。 

⑻ 滞在者等 市内への来訪者及び旅行者並びに市内に一時的に滞在する者をいう。 

【考え方】 

  本条例の中で、認識を共通にしておく必要がある言葉（用語）について、定義をしたも

のです。 

 

 

（基本理念） 

第３条 障がいのある人のコミュニケーション手段の選択及び利用の機会の確保並びに情

報の受信及び発信のための手段の確保は、障がいの有無にかかわらず、市民相互に必要

なこととして尊重することを基本に行うものとする。 

２ 市、市民及び事業者は、障がいのある人のコミュニケーション手段があるとの認識の

下、コミュニケーション手段に対する理解の促進を図り、及びコミュニケーションが図

りやすい環境を整備し、もって情報アクセシビリティを保障するものとする。 

３ 障がいのある人はコミュニケーション手段により意思疎通を円滑に図る権利を有し、

その権利は保障されるものとする。 

【考え方】 

  基本理念を定めています。 

  障がい特性に応じたコミュニケーション手段の選択及び利用の機会の確保並びに情報の

受信及び発信のための手段の確保は、障がいの有無にかかわらず、市民相互に必要なこと

として尊重することを基本に行うものと定めています。 

  障がい特性に応じたコミュニケーション手段があるとの認識のもと、コミュニケーショ

ンが図りやすい環境を整備し、情報アクセシビリティを保障するものと定めています。 

  障がいがある人が、その障がい特性に応じたコミュニケーション手段を選択し利用する

ことにより、意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は保障されるものとしています。 

 

 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、コミュ

ニケーション手段の普及並びに障がいのある人の自立した日常生活及び地域における社

会参加を保障するため必要な施策を講ずるものとする。 

【考え方】 

  市の責務を定めています。 

  市は、基本理念にのっとり、障がいがある人があらゆる場面で障がい特性に応じたコミ

ュニケーション手段を利用し、自立した日常生活及び地域における社会参加を保障するた

め、必要な施策を講じるとしています。 
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（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念に対する理解を深め、障がいのある人の人権を尊重し、並びに

コミュニケーション手段の普及及び市の施策に協力するものとする。 

【考え方】 

  市民の役割について定めています。 

市民は、この条例の基本理念に対する理解を深め、障がい特性に応じたコミュニケーシ

ョンに関する市の施策に協力するものとしています。 

 

 

（事業者の役割） 

第６条  事業者は、基本理念に対する理解を深め、障がいのある人が利用しやすいサービ

スの提供及び働きやすい環境の整備に努め、並びにコミュニケーション支援従事者と連

携し、障がいのある人が適切なコミュニケーション手段を利用できるよう合理的配慮を

行うものとする。 

【考え方】 

        事業所の役割について定めています。 

        事業所は、この条例の基本理念に対する理解を深め、障がいのある人が利用しやすいサ

ービスの提供と適切なコミュニケーション手段を利用できるようにするための合理的な

配慮を行うものとしています。 

 

 

（施策の推進方針） 

第７条 市は、施策を推進するための方針（以下「推進方針」という。）を策定するもの

とする。 

２ 推進方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ コミュニケーション手段に対する理解及びコミュニケーション手段の普及の促進に

関すること。 

⑵ 市民のコミュニケーション手段による意思疎通及び情報を得る機会の拡大に関する

こと。 

⑶ 市民がコミュニケーション手段を使用しやすい環境の整備に関すること。 

⑷ コミュニケーション支援従事者の支援及び養成に関すること。 

⑸ 災害時における障がいのある人の情報取得及び意思疎通の支援に関すること。 

⑹ その他市長が必要と認める事項に関すること。 

【考え方】 

   施策の推進方針等について定めています。 

    市は、障がい特性に応じたコミュニケーション手段を促進するために、次の施策を策定

します。 

   (1)コミュニケーション手段に対する理解及び普及を図るための施策 

   (2)市民がコミュニケーション手段による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施

策 

   (3)市民がコミュニケーション手段を利用することができる環境の整備のための施策 

   (4)コミュニケーション支援従事者等の養成や処遇改善等の支援のための施策 

   (5)災害時において障がいがある人に対し、情報取得及び意思疎通の支援に関する施策 
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     (6)その他市長が必要と認める施策 

 

 

（推進会議） 

第８条 市長は、推進方針を定め、若しくは変更し、又は施策の推進状況を検証するため、

障がいのある人、コミュニケーション支援従事者等で組織する近江八幡市コミュニケー

ション施策推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

２ 推進会議は、委員２０人以内をもって組織する。 

３ 委員の任期は、２年とする。 

４ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

【考え方】 

 市は、施策の推進方針を定め、若しくは変更しようとするとき、又は施策の推進状況

を検証しようとするときは、障がいがある人、コミュニケーション支援従事者その他市

長が必要と認める者の意見を聴くため、推進会議を設置します。 

 条文に定めるもののほかについては、別に定めるものとします。 

 

 

(情報の発信） 

第９条 市は、障がいのある人が市政に関する情報を円滑に取得することができるよう、

コミュニケーション手段を利用して情報を発信するものとする。 

２ 市は、災害時及び新興感染症発生時等において、障がいのある人がコミュニケーショ

ン手段により必要な情報を迅速に得ることができるよう、関係機関と連携し、情報の発

信及び意思疎通に必要な支援体制を整備するものとする。 

【考え方】 

市は、障がいがある人が、市政に関する情報を円滑に取得できるよう障がい特性に応

じたコミュニケーション手段により情報の発信するものとしています。 

市は、災害時や新興感染症発生時等において、障がいのある人が障がい特性に応じた

コミュニケーション手段により必要な情報を迅速に得ることができるよう、情報の発信

及び意思疎通に必要な支援体制を整備するものとします。 

 

 

（学校における取組） 

第１０条 市は、学校教育において多様なコミュニケーション手段に接する機会を提供

し、コミュニケーション手段に対する理解の促進及びコミュニケーション手段の利用の

促進を図るため必要な措置を講ずるものとする。 

【考え方】 

学校における多様なコミュニケーション手段の理解の促進について定めており、市は、

学校教育において、多様なコミュニケーション手段に接する機会を提供するなど理解の

促進を図るものとしています。 
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（滞在者等への配慮） 

第１１条 市は、障がいのある滞在者等のコミュニケーション手段の利用に配慮するもの

とする。 

【考え方】 

   市は、障がいがある滞在者等の障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用に配

慮するものとしています。 

 

 

（財政上の措置） 

第１２条 市は、コミュニケーションに関する施策を推進するため必要な財政上の措置

を講ずるよう努めるものとする。 

【考え方】 

   市は、コミュニケーションに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずる

よう努めるものとしています。 

 

 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

【考え方】 

   条例の施行に関し必要となる事項等を、市長が別に定められるように、この条項を設け

ています。 


